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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第131期
第２四半期
連結累計期間

第131期
第２四半期
連結会計期間

第130期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 63,116 32,735 129,219

経常利益 (百万円) 1,258 404 4,909

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,027 519 3,205

純資産額 (百万円) ─ 36,870 42,737

総資産額 (百万円) ─ 92,280 98,537

１株当たり純資産額 (円) ─ 582.16 674.22

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 16.43 8.31 51.27

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ 39.4 42.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 81 ─ 2,392

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,213 ─ △3,572

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 514 ─ 1,623

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ─ 3,395 4,212

従業員数 (人) ─ 3,014 3,005

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

　

当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 　3,014 （467)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。なお、臨時従業員には、パートタイマー、契約社員及び派遣社員を含んでおります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人)  818 （150)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。なお、臨時従業員には、パートタイマー、契約社員及び派遣社員を含んでおります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

ります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

印刷用インキ事業 21,643

その他の事業 1,632

合計 23,275

(注) １　金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　印刷用機材事業については生産を行っていないため、記載しておりません。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(2) 受注実績

印刷用インキの生産は主として見込生産によっております。

小口ロットのものについて受注生産を行っているものもありますが、特に受注高及び受注残高として

示すほどのものはありません。
　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

ります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

印刷用インキ事業 製品 22,228

印刷用機材事業 商品 7,635

その他の事業

製品 1,707

商品 1,164

計 2,871

合計 32,735

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　総販売実績に対して10％以上に該当する販売先はありません。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(１) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間の世界経済は、サブプライムローン問題の実体経済への波及や、資源高が続

く中で、欧米の景気減速が鮮明になり、世界的に景気の後退懸念が高まりました。日本経済においても、円

高や資源高が企業収益を圧迫し、個人消費や設備投資が力強さを欠くなど、厳しい状況で推移しました。

このような状況の中で、当社グループは印刷用インキ事業における販売価格の改定やアジアを中心と

した拡販に取り組みましたが、円高による為替換算の影響を受け、売上高は327億３千５百万円となりま

した。利益面では、日本市場において販売価格の改定が一部に留まり、また、米国市場において販売数量の

減少が響き、経常利益は４億４百万円、四半期純利益は５億１千９百万円となりました。
　

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。
　

（印刷用インキ事業）

印刷用インキの販売数量は、米国の景気減速の影響を受けたものの、インドネシア、インドなどのア

ジアを中心とした拡販により、順調に推移しました。しかし、円高による為替換算の影響を受けた結果、

売上高は222億３千５百万円となりました。利益面では、日本市場における価格転嫁の遅れや、米国市場

における販売数量の減少が響き、営業利益は６億２百万円となりました。
　

（印刷用機材事業）

印刷製版用材料は堅調に推移しましたが、印刷製版関連機器は、景気減速を背景とした設備投資への

慎重な姿勢が影響しました。この結果、売上高は78億４千７百万円、営業利益は１億８千７百万円とな

りました。
　

（その他の事業）

顔料分散技術関連品は堅調に推移しましたが、円高による為替換算の影響を受けた結果、売上高は34

億２千２百万円となりました。利益面では、のれん償却額などのコストが増加したことにより、営業利

益は５千７百万円となりました。
　

所在地別セグメントの業績は、次の通りであります。
　

（日　本）

印刷製版関連機器は低調に推移したものの、印刷用インキの販売数量が堅調に推移した結果、売上高

は194億１千９百万円となりました。利益面では、印刷用インキの価格転嫁が遅れたことにより、営業利

益は７億３千２百万円となりました。 
　

（アジア）

経済成長を背景に市場が拡大する中、インドネシア、インドを中心に、印刷用インキの販売数量は順

調に推移しました。しかし、円高による為替換算の影響を受けた結果、売上高は31億８千５百万円とな

りました。利益面では、原材料高の影響はあるものの、数量増効果でカバーした結果、営業利益は１億７

千万円となりました。
　

（北　米）

景気減速や競争激化により、印刷用インキの販売数量は減少しました。また、円高による為替換算の

影響を受けた結果、売上高は86億３千万円となりました。利益面では、販売数量が減少する一方、のれん

償却額などのコストが増加したことにより、２億５千４百万円の営業損失となりました。
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（その他）

欧州の印刷用インキの販売数量は好調に推移しましたが、円高による為替換算の影響を受けた結果、

売上高は21億９百万円となりました。また、営業利益は数量増効果により、１億６千９百万円となりま

した。
　

(２) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券の含み益が減少したものの、売上債権及び棚卸

資産などの増加により、第１四半期連結会計期間末比13億７千万円（1.5％）増加の922億８千万円とな

りました。

負債は、借入金などの増加により、第１四半期連結会計期間末比12億９千８百万円（2.4％）増加の554

億９百万円となりました。

純資産は、有価証券評価差額金が減少したものの、為替換算調整勘定の増加及び四半期純利益の計上に

より、第１四半期連結会計期間末比７千１百万円（0.2％）増加の368億７千万円となりました。
　

(３) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び未払費用の減少などにより、６億９千８百

万円の資金の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入がありましたが、北米及びイン

ドにおける有形固定資産の取得や、投資有価証券の取得による支出があり、６億７千１百万円の資金の減

少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加により、８億７千７百万円の資金の増加となりま

した。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は33億９千５百万円

となり、第１四半期連結会計期間末に比べ３億５千９百万円の減少となりました。
　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

１）当面の対処すべき課題の内容

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。
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２）株式会社の支配に関する基本方針

(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現

に日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分

に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者で

なければならないと考えております。 

上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基

づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量買付けに応じるか否かの

判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当

社は、当社株券等の大量買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資

するものであればこれを否定するものではありません。

しかしながら、事前に取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付けの中には、その目的

等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主

の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、対象会社の取締役会が代替案を提案す

るための必要十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利

な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。 

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付けを行う者

が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量

買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を確保する必要があると考えております。 
 

(2) 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

① 当社の企業価値の源泉について

当社は、明治29年に新聞インキの製造・販売を目的とする個人商店阪田インキ製造所を創業し

たことに始まり、現在は新聞インキに加え各種印刷用インキ及び印刷用材料の製造・販売、さらに

情報関連分野へと事業を拡大しております。そして、当社はこのような事業展開の中で、ビジュア

ル・コミュニケーション・テクノロジーの創造をビジネステーマに、人々の暮らしを快適にする

情報文化の創造を存在意義として、独自の開発力、技術力、及び生産・販売力を基礎にデジタル化

著しい印刷情報産業の発展に貢献してまいりました。 

当社は、このような当社の企業価値の源泉を、 

 (ⅰ) 長年培ってきたナノテクノロジーを応用した独自の開発力・技術力 

 (ⅱ) 顧客への迅速かつ適切な対応を実現する顧客密着型の生産・販売体制 

 (ⅲ) 優秀な人材の確保・育成 

 (ⅳ) 仕入先・顧客をはじめとするステークホルダーとの信頼関係

 (ⅴ) グループ各社を含めた環境マネジメントシステムを構築するなど、環境に配慮した 

　　　　事業活動の推進 

 (ⅵ) サカタインクスグループとしてワールドワイドに事業展開するためのグローバルネ 

　　　　ットワーク 

であると考えております。  
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② 企業価値向上のための取組み

当社グループは、「収益力の強化」と「社会的責任の遂行」を基本方針とし、平成19年3月期を

初年度とする3ヵ年の中期経営計画「SHIP　Ⅱ　63　(SAKATA　Harmonic　Innovation　Plan　Ⅱ　63) 」

を策定し、実行しております。

当社は、中期経営計画に掲げられた課題を一つずつ着実に実行していくことが当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
　

③ コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組み

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目指し、平成20年３月期に係る定時株主総会（以下

「第130期定時株主総会」といいます。）において、取締役の任期を1年に短縮するための定款変更

議案及び社外監査役を1名増員するための監査役選任議案を株主の皆様にご承認いただきました。

前者につきましては、企業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するべく、取締役の責任の明確化を図

り、株主の皆様への信任を問う機会を増やすことを目的としたものであります。後者につきまして

は、さらなる監査機能の強化を目的としたものであります。これにより、当社の監査役5名のうち3

名が社外監査役となっております。

当社は、このようなコーポレート・ガバナンスの強化は、企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益の確保・向上につながるものと考えております。
 

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み

当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（以下「本プラン」といいます。）は、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記(1)記載の当社

の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第127条

に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）に照らして不適切な者によって当社の

財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第127条

第2号ロ）として、導入されるものです。

当社は、当社株券等に対する大量買付けが一定の合理的なルールに従って行われることが、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資すると考え、大量買付けの提案が

なされた場合における情報提供等に関する一定のルール（以下「大量買付ルール」といいま

す。）を設定しております。

① 本プランの概要

本プランは、当社株券等の特定株式保有者等の議決権割合を20％以上とする当社株券等の買付

行為、又は結果として特定株式保有者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

（いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等

の具体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下、かかる買付行為を「大量買付行為」と

いい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。）に応じるか否かを株主の皆様に適切

にご判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するための大量買付ルールを定めており

ます。

また、本プランにおいては、当社取締役会が実務上適切と判断した場合には、対抗措置の発動に

あたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとしてお

ります。
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大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、対抗措置の発動

の是非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為を開始することができないものとします。

　

② 大量買付ルールの内容

(ⅰ) 大量買付者に対する情報提供の要請

ア 意向表明書の提出

大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役に対して、大量買

付ルールを遵守する旨の誓約文言等を記載した買付意向表明書（以下「意向表明書」といい

ます。）を当社所定の書式により、日本語で提出していただくこととします。 
　

イ 情報提供の要請

当社取締役会は、かかる意向表明書を受領した後10営業日以内に、当社株主の皆様の判断及

び当社取締役会としての意見形成のために提供していただく情報（以下「大量買付情報」と

いいます。）のリストを大量買付者に交付し、大量買付者には、速やかに当該リストに記載さ

れた情報を当社所定の書式にて、日本語で提供していただくこととします。
　

(ⅱ) 当社取締役会における大量買付行為の検討等

当社取締役会は、大量買付者から受領した大量買付情報、当社取締役会が独自に入手した情報

等に基づいて、大量買付者による大量買付行為が、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益の確保・向上に資するものであるか否かを評価・検討し、必要に応じて、大量買付者との買

付条件等に関する交渉、代替案の提案等を行なうとともに、対抗措置の発動の是非を検討するこ

ととします。 これらの検討期間は、大量買付行為の態様に応じて60日間又は90日間とすること

を原則としますが、検討等が十分に行われていないなどの理由により、最長30日間延長できる場

合があります。
 

(ⅲ) 独立委員会の設置・勧告

本プランにおいては、大量買付者に対する対抗措置の発動にあたり、取締役会の恣意的判断

を排除するため、当社取締役会の諮問機関として、当社取締役会から独立した社外者のみから

構成される独立委員会を設置し、当該独立委員会は、当社取締役会に対して、その諮問を受け

て勧告を行うものとします。 
　

③ 大量買付行為に対する対抗措置

(ⅰ) 対抗措置発動の条件

ア 大量買付ルールが遵守された場合

大量買付者が、大量買付ルールを遵守した場合には、原則として、対抗措置の発動は行わな

いものとします。  

ただし、大量買付者が、大量買付ルールを遵守している場合であっても、大量買付情報その

他大量買付者から受領した情報及び当社取締役会が独自に入手した情報に基づいて、大量買

付行為の内容等を検討した結果、当該大量買付行為が、下記a乃至fのいずれかの要件の一つ又

は複数の要件に該当する当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる

行為であり、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、当社取締役会は、独立委

員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の決議を行うものとします。
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a. 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり上げて

高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大量買付行為を行っている場合

（いわゆるグリーンメイラー）

b. 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密

情報、主要取引先や顧客等を大量買付者又はそのグループに移譲させる目的で大量買付行

為を行っている場合

c. 当社の経営を支配した後に当社の資産を大量買付者又はそのグループの債務の担保や弁

済原資として流用する予定で大量買付行為を行っている場合

d. 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高

額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一

時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的で

大量買付行為を行っている場合

e. 最初の買付けで全ての当社株券等の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を

不利に（あるいは明確にしないで）設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実

上売却を強要する結果となっている場合（いわゆる強圧的二段階買収）

f. 大量買付者による支配権の取得により、当社株主、企業価値を生み出す上で必要不可欠な

顧客、取引先及び当社従業員その他当社のステークホルダーの利益を含む当社の企業価値

が毀損されることに加え、更に株主の皆様の共同の利益が著しく毀損されるなど、当社の

企業価値だけでなく、株主の皆様の共同の利益を著しく害する場合
　

イ 大量買付ルールが遵守されない場合

大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告

を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保のために、対

抗措置の発動の決議を行うものとします。
　

ウ 株主総会の開催

大量買付ルールが遵守された場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告の内容を最大限

尊重した上で、大量買付行為に対する対抗措置発動の是非を決議することを原則としますが、

本プランに従った対抗措置の発動の決議に際して、大量買付者による大量買付行為の内容、時

間的猶予等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員

会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断する場合

には、当社取締役会は、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認

することができるものとします。

当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動に関して、当該株主総会にお

ける株主の皆様の判断に従うものとします。
　

(ⅱ) 対抗措置の発動及びその内容

当社取締役会は、大量買付者が、大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付ルールを遵

守した場合でも当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる行為であ

り、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重し

た上で、大量買付行為に対して対抗措置を発動するものとします。また、対抗措置の発動に関

し、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を確認するために株主総会が開催され

た場合には、当該株主総会における株主の皆様の判断に従って、対抗措置を発動するものとし

ます。
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具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令又は当社定款において当

社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々の状況に応じて、適切なもの

を選択するものとします。

なお、当社取締役会は、対抗措置の発動を決定した後であっても、大量買付行為の内容の変

更又は撤回等、対抗措置発動の前提となる事実に変化が生じたなどの理由により、当該大量買

付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかである行為であると認められなく

なった場合又は対抗措置を採ることが相当ではないと判断される場合には、独立委員会への

諮問を経た上で、対抗措置の発動に係る決議を中止もしくは撤回することができるものとし

ます。
　

④ 本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成23年6月に開催予定の第133期定時株主総会の終了の時までとし、本

プランの継続については、上記定時株主総会において株主の皆様の意思を確認することとします。

株主の皆様のご承認が得られた場合の有効期間は3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終了の時までとし、以後も同様とします。株主の皆様からのご承認が得ら

れなかった場合、本プランは定時株主総会終了の時をもって失効します。

もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合、又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プ

ランはその時点で廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プラン導入の趣旨に反しない限り、

独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
 

(4) 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

① 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記（2））について

上記（2）「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的取組みとし

て策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損な

うものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
　

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み（上記（3））について

(ⅰ) 当該取組みが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべ

きか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な

情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とす

ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであ

り、基本方針に沿うものであります。

(ⅱ) 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではな

く、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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ア 買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日付で発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・

株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則

の三原則を完全に充足しております。

イ 株主の皆様の意思の重視と情報開示

当社は、第130期定時株主総会における株主の皆様のご承認を本プランの発効の条件として

おり、本プランの導入には株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。 

また、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、この点に

おいても、本プランの導入及び廃止は、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。 

さらに、これらに加えて、当社取締役会は、実務上適切であると判断する場合には、株主総会

を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認することとされてお

り、株主の皆様の意思が反映されます。 

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行

うか否かについての判断、及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行

使等の際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報その他大

量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法に

より開示することとしております。 

ウ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

a. 独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会

を設置しております。 

当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対

抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社

取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的

判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されていま

す。 

b. 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場

合、又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定め

られた客観的要件を充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、当

社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されている

ものといえます。 

さらに、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決

定は当社株主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣意的な対

抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。 
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エ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッド

ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない

買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期について期差任期制を採用していな

いため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うこと

ができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
　

(５) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は５億３千７百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設のうち、INX International Ink

Co.（在外子会社）のホームウッド工場の完了予定年月につきましては、平成20年７月から平成20年10月

に変更いたしました。

なお、当第２四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 144,000,000

計 144,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 62,601,161 62,601,161

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に
制限のない、標準となる
株式

計 62,601,161 62,601,161― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

─ 62,601,161 ─ 7,472 ─ 5,574
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋二丁目３番13号 7,536 12.04

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,222 6.74

有限会社神戸物産 大阪府大阪市福島区野田二丁目８番18号 3,580 5.72

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 3,510 5.61

神　戸　道　雄 兵庫県宝塚市 3,096 4.95

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目５番１号 3,000 4.79

ジェーピー モルガン 
チェース バンク ３８５０９３
　　　　　　（常任代理人 株式会社
みずほコーポレート銀行）

１２５ ロンドン ウォール,ロンドン,
イーシー２ワイ ５エージェー ユー.
ケー.
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

2,900 4.63

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,406 3.84

株式会社りそな銀行
大阪府大阪市中央区備後町二丁目
２番１号

1,563 2.50

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４G）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,559 2.49

計 ― 33,372 53.3

(注) １　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,222千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,406〃

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４G） 1,559〃

２　平成19年12月10日付(報告義務発生日は平成19年12月３日)でシュローダー証券投信投資顧問株式会社及びそ

の共同保有者２社から大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長に提出されておりますが、当社として当

第２四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりま

せん。

　　また、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下の通りであります。

大量保有者名
保有株式数
(千株)

株式保有割合
(％)

シュローダー証券投信投資顧問株式会社 3,974 6.35

シュローダー・インベストメント・マネージメント・
リミテッド

3,681 5.88

シュローダー・インベストメント・マネージメント・
ノースアメリカ・リミテッド

69 0.11

３　平成19年11月26日付(報告義務発生日は平成19年11月14日)で神戸道雄氏より大量保有報告書(変更報告書）が

近畿財務局長に提出されております。その大量保有報告書の内容は以下の通りであります。

大量保有者名
保有株式数
(千株)

株式保有割合
(％)

神　戸　道　雄 3,548 5.67

有限会社神戸物産 2,721 4.35
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 75,000

─ ─

完全議決権株式(その他)
普通株式

62,337,000
62,337

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式
普通株式

189,161
─ 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 62,601,161 ─ ─

総株主の議決権 ─ 62,337 ─

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式824株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
サカタインクス株式会社

大阪市西区江戸堀
一丁目23番37号

75,000 ― 75,000 0.1

計 ― 75,000 ― 75,000 0.1

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 471 489 448 433 428 345

最低(円) 390 412 416 380 326 267

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,400 4,217

受取手形及び売掛金 37,498 37,614

商品 681 759

製品 6,302 5,819

原材料 3,353 3,177

仕掛品 702 708

その他 2,305 2,178

貸倒引当金 △384 △388

流動資産合計 53,858 54,087

固定資産

有形固定資産 ※１
 21,052

※１
 21,382

無形固定資産

のれん 678 4,863

その他 1,381 1,609

無形固定資産合計 2,060 6,473

投資その他の資産

投資有価証券 12,402 14,328

その他 4,123 3,424

貸倒引当金 △1,217 △1,158

投資その他の資産合計 15,308 16,594

固定資産合計 38,422 44,449

資産合計 92,280 98,537
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,803 22,773

短期借入金 8,802 7,501

1年内返済予定の長期借入金 4,555 3,799

未払費用 2,823 3,391

未払法人税等 526 509

賞与引当金 830 784

その他 1,631 1,975

流動負債合計 41,974 40,737

固定負債

長期借入金 10,007 11,409

退職給付引当金 2,522 2,500

その他 905 1,151

固定負債合計 13,435 15,061

負債合計 55,409 55,799

純資産の部

株主資本

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 5,784 5,744

利益剰余金 26,346 29,715

自己株式 △37 △37

株主資本合計 39,565 42,895

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 898 1,810

繰延ヘッジ損益 4 2

為替換算調整勘定 △4,069 △2,551

評価・換算差額等合計 △3,165 △738

少数株主持分 470 580

純資産合計 36,870 42,737

負債純資産合計 92,280 98,537
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 63,116

売上原価 49,935

売上総利益 13,181

販売費及び一般管理費 ※１
 12,401

営業利益 779

営業外収益

受取利息 84

受取配当金 128

持分法による投資利益 284

その他 408

営業外収益合計 906

営業外費用

支払利息 288

その他 140

営業外費用合計 428

経常利益 1,258

特別利益

投資有価証券売却益 548

特別利益合計 548

特別損失

投資有価証券評価損 121

特別損失合計 121

税金等調整前四半期純利益 1,685

法人税、住民税及び事業税 641

法人税等調整額 △4

法人税等合計 637

少数株主利益 21

四半期純利益 1,027
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 32,735

売上原価 26,147

売上総利益 6,588

販売費及び一般管理費 ※１
 6,349

営業利益 238

営業外収益

受取利息 41

受取配当金 12

持分法による投資利益 173

その他 236

営業外収益合計 464

営業外費用

支払利息 151

為替差損 60

その他 85

営業外費用合計 297

経常利益 404

特別利益

投資有価証券売却益 548

特別利益合計 548

特別損失

投資有価証券評価損 121

特別損失合計 121

税金等調整前四半期純利益 832

法人税、住民税及び事業税 162

法人税等調整額 146

法人税等合計 308

少数株主利益 4

四半期純利益 519
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,685

減価償却費 1,264

のれん償却額 151

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23

賞与引当金の増減額（△は減少） 45

投資有価証券売却損益（△は益） △548

投資有価証券評価損益（△は益） 121

受取利息及び受取配当金 △213

支払利息 288

持分法による投資損益（△は益） △284

売上債権の増減額（△は増加） △476

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,105

仕入債務の増減額（△は減少） 308

その他 △620

小計 702

利息及び配当金の受取額 272

利息の支払額 △288

法人税等の支払額 △605

営業活動によるキャッシュ・フロー 81

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,767

有形固定資産の売却による収入 112

投資有価証券の取得による支出 △818

投資有価証券の売却による収入 1,239

貸付けによる支出 △220

貸付金の回収による収入 264

その他 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,378

長期借入金の返済による支出 △500

配当金の支払額 △375

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 27

財務活動によるキャッシュ・フロー 514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △820

現金及び現金同等物の期首残高 4,212

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

3

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,395
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１．連結の範囲に関する事項の変更

(1)連結の範囲の変更

当第２四半期連結会計期間より、Innovative Solutions INX Co.は重

要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2)変更後の連結子会社の数

22社

２．会計処理基準に関する事項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

国内連結会社は、従来、移動平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年

５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

この修正により、期首の利益剰余金が3,949百万円減少しております。

また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ136百万円減少しております。なお、セグメ

ント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(3)リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結

会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

なお、平成20年３月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっております。
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【簡便な会計処理】
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連

結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合につ

いては、前連結会計年度決算において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用してお

ります。

また、前連結会計年度末以降に経営環境等、また

は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められ

た場合については、前連結会計年度決算において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用してお

ります。

　

【追加情報】
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税

法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、機械

装置等の耐用年数を変更しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ29百万円減少しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は39,098百万円で

あります。

２　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入等

に対する経営指導念書の差入れ、及び連結子会社

以外の会社のリース契約等に対する債務保証を

行っております。

MAOMING SAKATA INX CO.,LTD.372百万円

その他19社 764

計20社 1,136

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額は39,111百万円で

あります。

２　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入等

に対する経営指導念書の差入れ、及び連結子会社

以外の会社のリース契約等に対する債務保証を

行っております。

MAOMING SAKATA INX CO.,LTD.328百万円

その他25社 870

計26社 1,199

　

(四半期連結損益計算書関係)
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

通りであります。

運賃及び荷造費 2,121百万円

貸倒引当金繰入額 193

給料及び手当 3,683

賞与引当金繰入額 498

退職給付費用 192

研究開発費 1,059

 
　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

通りであります。

運賃及び荷造費 1,064百万円

貸倒引当金繰入額 87

給料及び手当 1,850

賞与引当金繰入額 246

退職給付費用 96

研究開発費 537
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係(平成20年９月30日現在)

現金及び預金勘定 3,400百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△ 4

現金及び現金同等物 3,395

 
　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 62,601,161

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 75,824

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 375 ６ 平成20年３月31日 平成20年６月30日

　

　(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年11月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 375 ６ 平成20年９月30日 平成20年12月５日

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(2）に記載の通り、第１四

半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、在外子会社におけ

るのれんの償却を行ったこと等により、従来の方法によった場合に比べて、期首の利益剰余金が3,949

百万円減少しております。

EDINET提出書類

サカタインクス株式会社(E00905)

四半期報告書

27/34



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
印刷用
インキ事業
(百万円)

印刷用
機材事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
売上高

22,228 7,635 2,871 32,735 ― 32,735

　(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6 212 551 769   △769 ―

計 22,235 7,847 3,422 33,505  △769 32,735

営業利益 602 187 57 847   △608 238

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
印刷用
インキ事業
(百万円)

印刷用
機材事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
売上高

43,251 14,247 5,617 63,116 ― 63,116

　(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11 424 1,113 1,550 △1,550 ―

計 43,262 14,672 6,731 64,667△1,550 63,116

営業利益 1,730 252 86 2,070 △1,290 779

　

(注) １　事業区分は、製商品系列別区分によっております。

２　各事業部門の主要取扱品目

部門 主要取扱品目

印刷用インキ
事業

製品
新聞用インキ、オフセット用インキ、段ボール・紙袋用インキ、包装用グラビ
アインキ、金属用インキ

印刷用機材
事業

商品 製版用感材及び印刷用版材等の印刷製版用材料、印刷製版関連機器

その他の事業

製品 記録材料関連品、顔料分散技術関連品、大型ディスプレイの製作

商品 電子情報関連機器、色彩関連機器、化成品

３　会計処理の方法の変更

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（2）に記載の通り、第１四半

期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、印刷用インキ事業で30百万円、その他の事業で106百万円

それぞれ減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
売上高

19,0973,185 8,346 2,10532,735 ― 32,735

　(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

322 ― 283 3 610 △610 ―

計 19,4193,185 8,630 2,10933,346△610 32,735

営業利益又は営業損失(△) 732 170 △254 169 818 △579 238

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
売上高

36,8316,06216,3013,92163,116 ― 63,116

　(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

603 ― 558 5 1,167△1,167 ―

計 37,4346,06216,8593,92664,283△1,16763,116

営業利益又は営業損失(△) 1,555 304 △131 251 1,980△1,200 779

　

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム

(2) 北米………米国、カナダ

(3) その他……スペイン、英国、フランス、ルクセンブルク

３　会計処理の方法の変更

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（2）に記載の通り、第１四半

期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、アジアで１百万円、北米で135百万円それぞれ減少してお

ります。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,389 7,679 2,974 14,044

Ⅱ 連結売上高(百万円) 32,735

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.3 23.5 9.1 42.9

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,600 15,060 5,471 27,132

Ⅱ 連結売上高(百万円) 63,116

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.4 23.9 8.7 43.0

　

(注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

３　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム

(2) 北米………米国、カナダ

(3) その他……スペイン、英国、フランス、メキシコ
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 582円16銭 １株当たり純資産額 674円22銭

　

２　１株当たり四半期純利益
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 16円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益 8円31銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期純利益(百万円) 1,027 519

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,027 519

普通株式の期中平均株式数(千株) 62,526 62,526

　

(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく

自己株式の取得

当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を

決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行

を可能にするため

２．取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類：当社普通株式

(2)取得しうる株式の総数：200万株(上限)

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合

3.19％)

(3)株式の取得価額の総額：700百万円(上限)

(4)取得期間：平成20年11月17日から平成21年３月13日

まで

(5)取得する方法：信託方式による市場買付
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２【その他】

平成20年11月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

(1) 中間配当による配当金の総額 375百万円

(2) １株当たりの金額 ６円00銭

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日平成20年12月５日

(注) 平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主もしくは登録株式

質権者に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

サカタインクス株式会社(E00905)

四半期報告書

33/34



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

サカタインクス株式会社

取　締　役　会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　米　　林 　　　　 彰　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　原　　田　　大　　輔　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサカ

タインクス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サカタインクス株式会社及び連結子会社の平

成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

追記情報

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　２．会計処理基準に関する事項の変

更(２)」に記載のとおり、会社は、第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号)を適用してい

る。
　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※ １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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